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ID: 3007
担当部署: 建設水道課

処分の概要 測量及び調査のための土地の立入り等の許可

法 令 名

根 拠 条 項
都市再開発法 第60条第1項ただし書

法 令 番 号 昭和44年法律第38号

【基準】

法第60条の規定による。

(測量及び調査のための土地の立入り等)

第60条 施行者となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は施行者は、第一種

市街地再開発事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入つて測量又は

調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち

入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。ただし、個人施

行者若しくは再開発会社となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は個人施

行者、組合若しくは再開発会社にあつては、あらかじめ、都道府県知事(市の区域内にあつ

ては、当該市の長。第62条第1項及び第142条第1号において「立入許可権者」という。)の許

可を受けた場合に限る。

2 前項の規定は、次に掲げる公告があつた日後、施行者が第一種市街地再開発事業の施行の

準備又は施行のため他人の占有する建築物その他の工作物に立ち入つて測量又は調査を行

う必要がある場合について準用する。

(1) 個人施行者が施行する第一種市街地再開発事業にあつては、その施行についての認可

の公告又は新たな施行地区の編入に係る事業計画の変更の認可の公告

(2) 組合が施行する第一種市街地再開発事業にあつては、第19条第1項の公告又は新たな

施行地区の編入に係る事業計画の変更の認可の公告

(3) 再開発会社が施行する第一種市街地再開発事業にあつては、その施行についての認可

の公告又は新たな施行地区の編入に係る事業計画の変更の認可の公告

(4) 地方公共団体が施行する第一種市街地再開発事業にあつては、事業計画の決定の公告

又は新たな施行地区の編入に係る事業計画の変更の公告

(5) 機構等が施行する第一種市街地再開発事業にあつては、施行規程及び事業計画の認可

の公告又は新たな施行地区の編入に係る事業計画の変更の認可の公告

3 前2項の規定により他人の占有する土地又は工作物に立ち入ろうとする者は、立ち入ろう

とする日の3日前までに、その旨を当該土地又は工作物の占有者に通知しなければならな

い。

4 第1項の規定により建築物が存し、若しくはかき、さく等で囲まれた他人の占有する土地に

立ち入ろうとするとき、又は第2項の規定により他人の占有する工作物に立ち入ろうとする

ときは、その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨を当該土地又は工作

物の占有者に告げなければならない。

5 日出前及び日没後においては、土地又は工作物の占有者の承諾があつた場合を除き、前項

に規定する土地又は工作物に立ち入つてはならない。

6 土地又は工作物の占有者は、正当な理由がない限り、第1項又は第2項の規定による立入り

を拒み、又は妨げてはならない。

標準処理期間 30日
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